
（別添２－１０） 

通信学習実施計画書 

 

 

１ 講義を通信の方法によって行う地域 

  ・大阪府全域、京都市、神戸市、奈良市及び和歌山県北部地域とする。 

 

２ 添削指導の方法 

  ・自宅学習期間の質問方法 

    質問はMail及びLINEによるものとする。 

    添削担当講師：別添カリキュラム参照 

    電話番号 072-260-9480 （受付時間 平日 午前９時～午後５時） 

     ファックス番号 06-7632-3017  

     メールアドレス  palglad.20150701@gmail.com 

     530－0028 大阪府大阪市北区万歳町3-39-1209 

 

３ 科目別通信学習時間 

科目番号・科目名 通信学習時間 

通信形式で実施

できる上限時間 

（別紙３より） 

(2) 介護における尊厳の保持・自立支援 ５時間 ５時間 

(3) 介護の基本 3 時間 3 時間 

(4) 介護・福祉サービスの理解と医療の連携 7.5 時間 7.5 時間 

(5) 介護におけるコミュニケーション技術 3 時間 3 時間 

(6) 老化の理解 3 時間 3 時間 

(7) 認知症の理解 3 時間 3 時間 

(8) 障がいの理解 1.5 時間 1.5 時間 

(9) こころとからだのしくみと生活支援技術 1２時間 12 時間 

 

４ 通信学習課題配布・提出標準日程 

添削課題は１回で配布する。 

なお、第１回目の配布日は開講式の日に手渡しする。 

また、課題は配布日から10日目以降に提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 



 

５ 通信学習課題 

① 課題種類数  １種類 

② 出題形式 課題問題式 全３２２問 

③ 出題数    

（２）介護における尊厳の保持・自立支援           

択一・選択式問題     18問 解答数22（各2点×22/計44点） 

空欄補充問題      20問 解答数40（各1点×40/計40点） 

記述           2問 解答数 2（各８点×2/計16点） 

（３）介護の基本                            

択一・選択式問題     19問 解答数19（各2点×19/計38点） 

空欄補充問題      21問 解答数42（各1点×42/計42点） 

記述           2問  解答数 2（各10点×2/計20点） 

（４）介護・福祉サービスの理解と医療の連携       

択一・選択式問題     18問 解答数18（各2点×18/計36点） 

空欄補充問題      22問 解答数44（各1点×44/計44点） 

記述           2問  解答数 2（各10点×2/計20点） 

（５）介護におけるコミュニケーション技術         

択一・選択式問題     16問 解答数16（各2点×16/計32点） 

空欄補充問題      22問 解答数43（各1点×43/計43点） 

記述           3問  解答数 3（５点×1、１０点×２/計25点） 

（６）老化の理解                                 

択一・選択式問題     18問 解答数18（各2点×18/計36点） 

空欄補充問題      20問 解答数40（各1点×40/計40点） 

記述           2問  解答数 2（各12点×2/計24点） 

（７）認知症の理解                              

択一・選択式問題     15問 解答数15（各2点×15/計30点） 

空欄補充問題      26問 解答数52（各1点×52/計52点） 

記述           2問  解答数 2（8点×1、10点×1/計18点） 

（８）障がいの理解                               

択一・選択式問題     16問 解答数16（各2点×16/計32点） 

空欄補充問題      11問 解答数22（各2点×22/計44点） 

記述           2問  解答数 2（各12点×2/計24点） 

 

（９）こころとからだのしくみと生活支援技術          

択一・選択式問題     20問 解答数20（各2点×20/計40点） 

空欄補充問題      22問 解答数44（各1点×44/計44点） 

記述           3問  解答数 3（６点×1、5点×2/計16点） 

 

 



 

６ 評価基準 

70点以上を「合格」とする。 

基準を満たさなかった場合は、再評価を実施するため、別途添削課題を配布する。 

なお、再提出日は、配布から起算して２週間以内とする。 

  

 

７ 通信添削業務受託事業者 

（１）自社で実施する。 

 


